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１．香取市の概要
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・千葉県北東部に位置し、市北部の利根川流域
には水田地帯が広がり、南部は山林や畑を中心
とした平坦地。

・平成１８年に１市３町が合併し香取市となる

・人口 ７６，９０５人（H31.1.1現在）

・面積 ２６２．３５ｋ㎡



２．香取市の空家等に関する組織体制
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空
家
等

管理不全な空家に関する業務

空家の利活⽤に関する業務

・空家等の適正な維持管理の推進
・特定空家等に対する措置
・空家等対策計画の策定

・移住、定住対策（空家バンクの運営）

建設⽔道部都市整備課
住宅・街なみ班

班⻑1名、担当2名

総務企画部企画政策課
政策班

空
地 管理不全な空地に関する業務 ⽣活経済部環境安全課

監視指導班



２．香取市の空家等に関する組織体制
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■これまでの空家対策

Ｈ26.11.27 特措法公布

Ｈ27.5.26 特措法完全施⾏

H28.4 都市整備課住宅・街なみ班で
空き家対策を担当

Ｈ28.8 ⾹取市空家等対策検討委員会設置
・判定基準、対策フロー等の策定

Ｈ28.8 市が把握している空家全棟を判定

Ｈ28.8〜 特定空家等に対して特措法に基づく措置を⾏う

Ｈ28.10.1 「⾹取市空家等の適正管理に関する条例」施⾏
・「緊急安全措置」を規定

Ｈ29.2 県内初の略式代執⾏（2件同時執⾏）を実施

H29.3 ⾹取市初の緊急安全措置を実施

Ｈ29.5 ３件⽬の略式代執⾏を実施

Ｈ29.6 ２件⽬の緊急安全措置実施

Ｈ30.2 ４件⽬の略式代執⾏実施

H30.3 ３件⽬の緊急安全措置実施

H30.8 5件⽬の略式代執⾏実施

H30.10 ⾹取市初の空家法14条9項の⾏政代執⾏実施

H30.12 2件⽬の法14条9項の⾏政代執⾏実施



３．香取市の空き家対策の流れ
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・空家の把握から適正管理の依頼まで（⼀般的な例）

空
家
の
発
⽣

現
地
調
査

所
有
者
等
調
査

現
況
連
絡
⽂
書
送
付

・近隣からの相談
・⾃治会⻑からの相談
・担当者が発⾒

・判定基準にて判定 ・固定資産税調査
・登記調査
・住⺠票、⼾籍調査
（相続⼈調査※）
・近隣ヒアリング

・⾹取市の空き家対策の事務の流れ
別紙フロー図参照

※ 千葉県公共嘱託登記司法書⼠協会に調査を委託



３．香取市の空き家対策の流れ
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・特定空家等の判定基準
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）をベースに、
「有」「無」で判定。

国⼟交通省 ガイドラインの概要より抜粋 ⾹取市「特定空家等の判定基準」



３．香取市の空き家対策の流れ
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建築物等の状況について（現況連絡⽂書）

指導⽂書の前に本通知を送付する⽬的
・空家等の状況を所有者に知らせる

遠⽅に住んでいて、空家の状況を知らない所有者が多い

・空家等の今後について所有者の考えを聞く
建物の今後は解体？売却？賃貸？空家のまま？
権利関係（相続登記等）はどうなのか？
他の相続⼈と連絡はとれるか？もめているのか？
・・・そこから解決に向けてのアドバイスを⾏う

・最初は柔らかく、わかりやすく・・・
市から所有者等に届く最初の⽂書
いきなり「空家特措法」「特定空家等」
「指導」・・・？？

・写真
・空家パンフレット



３．香取市の空き家対策の流れ
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・⾹取市空家等対策検討委員会
・空家法に基づく措置及び条例に基づく緊急安全措置について検討する組織（法定協議会ではない）
・メンバーは「⾹取市空家等対策検討委員会設置要綱」に基づき、庁内関係部課⻑（委員）とオブザーバーにて構成

委員

建設⽔道部⻑（委員⻑）
建設⽔道部参事（副委員⻑）
⽣活経済部参事
環境安全課⻑
企画政策課⻑
税務課⻑
債権管理課⻑
都市整備課⻑

・具体的な検討事項は
①勧告、命令措置に進むべきか
②略式代執⾏、緊急安全措置をすべきか
③その他、措置を進めるうえで、担当課で判断のつかない案件について検討

オブザーバー

税務課資産税班⻑
債権管理課債権整理班⻑
弁護⼠（任期付職員）

⾹取市空家等対策検討委員会



３．香取市の空き家対策の流れ
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・⾹取市の措置件数
⾹取市の特定空家等の件数 ７９件（H31.1末現在）

H31.1末現在 再指導、再勧告等の再度の措置件数は含まない。

措置内容
措置件数

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 合計
現況連絡 3 77 33 34 147
指導 0 28 43 15 86
勧告 0 0 23 11 34
命令事前 0 0 8 15 23
命令 0 0 4 15 19
戒告 0 0 0 7 7
⾏政代執⾏ 0 0 0 2 2
略式代執⾏ 0 2 2 1 5
緊急安全措置 0 1 2 0 3

■特定空家等に対する措置件数 単位：件



物
件
概
要

建築年 昭和45年
構造・⾯積等 鉄⾻コンクリート造4階建店舗・約650㎡

状態
• 屋上塔屋が倒壊し、部材⾶散のおそれ
• ⽞関ドアガラス破損による開⼝あり
• 附属屋（⽊造）傾斜による倒壊のおそれ

措
置
に
⾄
る
経
緯

きっかけ Ｈ26.1 近隣建物所有者より通報

所有者等調査 固定資産税情報、住⺠票

特定空家等の
認定 Ｈ28.8担当職員が判定し、特定空家と認定

措
置
の
経
緯

所有者の確知
Ｈ26.1 税情報取得。所有者は出国
外国⼈登録制度時に出国しており、住⺠票も該
当なしのため確知できず

公告 平成29年1⽉11⽇（措置期限：Ｈ29.2.24）
略式代執⾏ 平成29年2⽉28⽇

解体⼯事完了 平成29年2⽉28⽇（延べ約1⽇）

撤去等の費⽤ 約120万円（全額回収済）

４．特定空家等に対する略式代執行の事例①
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• ⽼朽危険空家として、⾃治会⻑及び近隣住⺠よりかねてから処置の要望があったが、所有者出国により居所が把握できず、確
知できないと判断。

• 附属屋の倒壊及び部材⾶散の危険が切迫していたため、平成29年2⽉28⽇に特措法に基づく略式代執⾏を実施。



４．特定空家等に対する略式代執行の事例①
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・所有者確知の⽅法
①固定資産税情報の取得

所有者の⽒名はわかったが、住所は「出国」（公⽰送達している）。

②不動産登記情報の取得
⼟地と建物の登記事項証明書を取得

→⽒名は税情報と⼀致、登記簿上の所有者住所は、特定空家等の近所。

③住⺠票の取得
⽇本国籍ではなく外国⼈登録制度当時に出国したため、そもそも住⺠票が無い。
（住所はおろか国籍、⽣年⽉⽇、性別もわからない）

④出⼊国記録、外国⼈登録原票の調査（東京⼊国管理局）
出⼊国記録でわかるのは、出⼊国⽇・空港名・便名のみ→居所を把握するには不⼗分
外国⼈登録原票であれば、国籍の属する国の住所がわかる

→どちらも対象者の国籍・⽣年⽉⽇が不明なので照会できない。
⑤登記簿上の所有者住所の実態調査及び近隣住⺠から聴取

居住の実態は無く、所有者の⼿がかりに繋がる情報は得られず。

所有者等を確知できないと判断



物
件
概
要

建築年 昭和51年（建物）
構造・⾯積等 敷地内ブロック塀・約7.8㎡
状態 • 傾斜ブロック塀の倒壊のおそれ

措
置
に
⾄
る
経
緯

きっかけ Ｈ27.12 近隣住⺠より通報

所有者等の特定 固定資産税情報、⼾籍調査、裁判所照会

特定空家等の認定 Ｈ28.8担当職員が判定し、特定空家と認定

措
置
の
経
緯

所有者の確知

Ｈ28.3  税情報（所有者死亡、親族相続放棄の
ため相続⼈無し）
その後、⼾籍にて相続⼈調査（相続⼈1⼈）
Ｈ28.9  裁判所より相続放棄の申述及び相続財
産管理⼈選任有無の回答（相続放棄申述有、財
産管理⼈無）により、所有者を確知できず

公告 平成29年1⽉11⽇（措置期限：Ｈ29.2.24）
略式代執⾏ 平成29年2⽉28⽇

解体⼯事完了 平成29年2⽉28⽇（延べ約1⽇）

撤去等の費⽤ 約20万円（全額回収不能）

４．特定空家等に対する略式代執行の事例②
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• 空家敷地内のブロック塀が傾斜しており、近隣住⺠より処置の要望があったが、所有者死亡、相続⼈全員放棄のため、所有者
が確知できないと判断。

• ブロック塀倒壊の危険が切迫していたため、平成29年2⽉28⽇に特措法に基づく略式代執⾏を実施（ブロック塀の⼀部解体）。



４．特定空家等に対する略式代執行の事例②
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・所有者確知の⽅法
①固定資産税情報の取得→所有者A（死亡）、「親族相続放棄のため、相続⼈無し」

②不動産登記情報の取得
⼟地の登記事項証明書を取得（建物は未登記）→⽒名は税情報と⼀致

③住⺠票・⼾籍調査
Aの死亡を確認。相続⼈Bがいることが判明

④相続放棄の申述有無照会（家庭裁判所）
相続放棄の申述がされていることを確認。相続⼈不存在。

所有者等を確知できないと判断



４．特定空家等に対する略式代執行の事例②
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・相続関係説明図

所有者
A

法定相続⼈
B

相続放棄

⺟ ⽗

死亡

Aより先に死亡 Aより先に死亡

・所有者Aに配偶者・⼦はいない

・所有者Aの両親は既に死亡している
・所有者Aに兄弟（B)がいるが、

相続放棄の申述がされている
相続⼈不存在



物
件
概
要

建築年 昭和54年
構造・⾯積等 ⽊造2階建店舗兼居宅・約144.5㎡
状態 • 外壁の傾斜進⾏による倒壊のおそれ

措
置
に
⾄
る
経
緯

きっかけ Ｈ28.3 近隣住⺠より通報
所有者等の特定 固定資産税情報、⼾籍調査、裁判所照会
特定空家等の認定 Ｈ28.8担当職員が判定し、特定空家と認定

措
置
の
経
緯

所有者の確知

Ｈ28.4  税情報（所有者死亡、親族相続放棄の
ため相続⼈無し）
順次⼾籍にて相続⼈調査（相続⼈15⼈）
Ｈ29.1〜4  裁判所より相続放棄の申述及び相続
財産管理⼈選任有無の回答（15⼈全員相続放棄
申述有、財産管理⼈無）により、所有者を確知
できず

公告 平成29年1⽉25⽇（措置期限：Ｈ29.3.10）
略式代執⾏ 平成29年5⽉19⽇
解体⼯事完了 平成29年5⽉24⽇（延べ約６⽇）
撤去等の費⽤ 約300万円

４．特定空家等に対する略式代執行の事例③
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• ⽕事被災物件が放置され、部材の⾶散及び外壁傾斜の進⾏により近隣住⺠から通報があったが、所有者死亡、相続⼈が全員相
続放棄しているため所有者が確知できないと判断。

• このまま放置すると建物が倒壊し、隣家及び前⾯道路に危険が及ぶため、平成29年５⽉19⽇に特措法に基づく略式代執⾏を実
施（基礎を残し全解体）。

Ｈ28.4

Ｈ28.5

Ｈ28.11

Ｈ29.5



４．特定空家等に対する略式代執行の事例③
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・所有者確知の⽅法

①固定資産税情報の取得→所有者Aただし「親族相続放棄のため相続⼈無し」

②不動産登記情報の取得
⼟地建物の登記事項証明書を取得→⽒名は税情報と⼀致

③住⺠票・⼾籍調査
Aの死亡を確認。相続⼈が１５名いることが判明

④相続放棄の申述有無照会（家庭裁判所）
相続⼈全員が相続放棄の申述をしていることを確認。相続⼈不存在。

所有者等を確知できないと判断



４．特定空家等に対する略式代執行の事例③
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・相続関係説明図

所有者
A

法定相続⼈
G・H・I・J・K・L

相続放棄

⺟ ⽗

死亡

Aより先に死亡 Aより先に死亡

妻

法定
相続⼈B

法定
相続⼈C

相続放棄 相続放棄

三男
親より先に死亡

妻

法定
相続⼈D

法定
相続⼈E

相続放棄 相続放棄

法定
相続⼈F
相続放棄

⻑男
親より先に死亡

妻

法定
相続⼈N

法定
相続⼈O

相続放棄 相続放棄

法定
相続⼈P
相続放棄

法定
相続⼈M
相続放棄

第三順位まで調査し、全員の相続放棄を確認 相続⼈不存在



５．略式代執行費用回収に向けて～財産管理人選任制度の申立て～
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• 相続財産管理⼈制度・・・
相続⼈の存在、不存在が明らかでないとき（相続⼈全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれ

る。）には、家庭裁判所は申⽴てにより相続財産の管理⼈を選任する。
相続財産管理⼈は被相続⼈（亡くなった⽅）の債権者等に対して被相続⼈の債務を⽀払うなどして清算を⾏い、清算後残った財

産を国庫に帰属させることになる。

両制度とも申⽴⼈となり得るのは利害関係⼈、検察官

• 不在者財産管理⼈制度・・・
従来の住所、居所を去り、容易に戻る⾒込みのない者（不在者）に財産管理⼈がいない場合に、家庭裁判所は申⽴てにより不在

者⾃⾝や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理⼈選任の処分を⾏うことができる。
選任された不在者財産管理⼈は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外⾏為許可を得たうえで不在者に代わっ

て遺産分割、不動産の売却等を⾏うことができる。

裁判所HPより抜粋

⾹取市の両制度活⽤件数 ５件（うち１件は略式代執⾏せずに申⽴て）


